
　生活に身近なテーマについて、専門家によ
る講座･講演会を開催しています。開催情報
はホームページなどでお知らせしますので、
ぜひご参加ください。

　商品･サービスの契約トラブル、悪質商法、架空請求、多重債務（借金の返済に関すること）など、消費生活に関する相談を受け付けています。

・�「暮らしの情報いずみ」「消費者被害注意報」を地域で回覧する。
・�ごみの減量のため、買い物にはエコバッグを持参する。
・�消費生活センターが主催する講座などに参加する。

　消費者教育に興味のある方や、消費者教育に関する活
動をしている団体が登録できます。ちばし消費者応援団
に登録して、普段の生活の中で社会や環境について意識
してみませんか？登録すると、情報紙を受け取れるほか、
消費生活センター内の会議室を無料で使用できます。
　登録方法はホームページをご覧いただくか、消費生活
センター（☎207-3602）へお問い合わせください。

暮らしの情報いずみ（奇数月発行）
　最新の悪質商法の手口や対処法、暮らしに役立つ情報や講座の案内など
を掲載しています。

消費者被害注意報（偶数月発行）
　高齢者や障害のある方の見守りに役立つ、消費者被害の情報を掲載して
います。
　配布場所　消費生活センター。ホームページでもご覧になれます。

消費者被害注意報　千葉市

電話 　　相談専用電話 043-207-3000
　　　　　月～土曜日　9：00～16：30
　　　　　（祝日および年末年始を除く）

インターネット 　24時間受付　
　詳しくはホームページをご覧ください。

＊�いずれも市内在住･在勤･在学の方が対象です。
　事業者の方からの相談はお受けできません。

千葉市　インターネット　消費生活　

　自治会の集まりや地域の催し、会社の社員研修や学校での講座など、ご要望に
合わせて講師が伺います。
　詳しくは、ホームページをご覧ください。
　対　　象　市内在住･在勤･在学の方が参加する15人以上の集まり
　実 施 日　ご相談ください（土･日曜日、祝日、年末年始を除く）
　実施時間　�9：00～17：30のうち30分～120分（内容により異なります）
　費　　用　無料

くらしの巡回講座　

消費生活相談

くらしの巡回講座 講座･講演会

ちばし消費者応援団情報紙発行

9月～10月　悪質商法等被害防止講演会
　　　　　　�（詳しくは2ページをご覧ください）

11月　防ごう‼子どもの事故
12月　消費者サポーター養成講座

来年2月　金融講座

今後の予定

活動例

例えば…

「身に覚えのない請求はがきが届いた」
「クーリング･オフしたいが方法が分からない」
「インターネットで注文した商品が届かない」
「家電製品の使用中に本体から煙が出た」
「借金を重ねてしまい返済が苦しい」
� など

　配布場所　�消費生活センター、区役所、図書館、商業施設
など。ホームページでもご覧になれます。

　講座テーマ　�「悪質商法の手口と対処法」「身近なところから
SDGs‼」「知っておきたい‼製品事故に関す
る豆知識」など

＊オンラインでの講座も実施できます。
＊開催希望日の2カ月前までにお申し込みください。

ちばし消費者応援団
シンボルマーク

暮らしの情報いずみ　

消費生活センターを紹介します！
　消費生活センターでは、商品やサービスなどの契約に関する相談業務のほか、情報紙の発行や講座･講演会の開催などを行っています。

　財源確保のため広告を掲載しています。なお、広告内容などは千葉市が推奨するものではありません。
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